
まちのニュ ース・お知ら せ

交通災害共済が変わります!
～平成17年度交通災害共済加入者募集～

3 月22 日の合併 に伴い、 交通災 害共済制度が変わり ます。大きな変更点は次のとお
りです。詳し いことは、 各自治会の婦人会支部長さん(婦人会の結成さ れていな い地区
は自治会長さ ん)から 配付さ れますパンフレ ット付 加入申込書をご 覧下さい。

交通事故は、いつわが身にふり かかってく るか分かりません。 そのよ うな 時、お互
いに助け合うのが交通災害共済制度で す。これまで加入されていた方も、 まだ加 入さ
れたことのな い方 も家族そろって加 入さ れますようお 勧めし ます。

新 「長 門市」

取扱機 関 全労済山 日県 本 部

加入資格 ・市内 にお 住 まいの方 とそ の家 族
・市内 の事業所等 にお勤 めの 方とそ の家 族
※ 学生 につ いて は市 外 在住の 方で も加 入 可能

共済掛金 1 人につ き年額520 円
※ 途中加入 の場合は1 ヵ月45 円の月 割計算

共済金額 ・入院は共済期間中に事故の日から180 日以 内の
入院 開始 を対 象とする

・通院は共済期間中に事故の日から180 日以 内の
下記 の場 合を対 象とす る
①実通 院日
②以下 のア～ウ のすべて の条件を満 たす非 通

院期 間
ア．傷病 名が｢ 骨折 ・脱臼 又は 筋・腱・靭帯

断裂｣ である こと
イ． 傷病部位が、 手指・足指以外であること
ウ．ギブ スなどの固定具を装着し ていること

※ 共済期間内 の交通 事故 で、な おかつ共 済期間
中 の死亡 ・入院 ・通院が 給付対 象となる

・ハイヤー ・タ クシー運転中 の事故は、 入院共
済金について1 日250 円となる( 通院共 済金は
支払わ れな い)

油谷町

山口県町村会

・油谷 町の住 民基本台 帳に記 載さ れている 人
・油谷 町の住 民基本台 帳に 外国人 登録をさ れて

いる 人

1 人につき年額500 円(中学生以下、70 歳以上の方
は1 人300 円)
※ 途中加 入の場合 も掛 金は同 額

・災 害の程 度によ り見舞 金を支 給
○ 通 院治 療期間 の算定方 法

● 通院が 継続して いる 場合… 全日数
限度　 骨折による治療… 10 日に1 度の通院べ

一般の障害による治療… 7 日に1 度
の通院

● 通院が 継続して いない 場合
骨折 による 治療… 実 日数× 5
一般 の障害 による治 療… 実 日数× 3

上記取扱以 外 に､ 医師 が就労( 就学等) 不能 証
明をし た期 間につ いては全 日数 通院と みな す
※ リ ハビ リテ ーション のみの入 ・通 院は 見舞金

日 数 算定 の対 象とな らな い

死　 亡 交通死 亡 事故 1, 000, 000 円
入　 院 1日につき( 180日限度) 1, 000 円

通　 院

10 日以 内 7, 000円
11 日以上 9, 000円
21 日以上 12, 000 円

31 日以 上よ り10 日増すご とに5, 000円
を 加算（最高91 日以上で47, 000 円）

平成16年度までに油谷町交通災
害共済に加入されていた方へ

「油谷町 交通災害共済」 に加入されていた方
は、平成17 年4 月1 日以降になっても、交通
事故により災害を受けた日から2 年間は見舞
金を 請求 する ことがで きます。

申込方法■ 受付は3 月1 日から行います。申込書に加入される方の名前を記入され、掛金を添えて、各自
治会の婦人会支部長(婦人会の結成されていない地区は自治会長) まで提出してください。また3 月21 日
までは各自治会の婦人会支部長(婦人会の結成されていない地区は自治会長)へ、3 月22 日以降は、直接
長門市役所総務課または各総合支所総務課・各出張所へ提出してください。

問合せ先l 役場総務課庶務係・32― 1111内線215( 3月22日からは長門市役所本庁総務課地域安全係また
は各総合支所総務課総務係・各出張所)
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